
11

個
人
事
業
者
の
方
で
、
平
成
16
年

分
の
課
税
売
上
高
が
１
千
万
を
超
え

る
方
は
、
平
成
18
年
分
に
お
い
て
消

費
税
の
課
税
事
業
者
と
な
り
ま
す
。

18
年
分
か
ら
新
た
に
課
税
事
業
者
と

な
っ
た
方
は
、「
消
費
税
課
税
事
業
者

届
出
書
」
を
郡
山
税
務
署
へ
提
出
す

る
と
共
に
平
成
18
年
１
月
１
日
か
ら

消
費
税
法
に
基
づ
く
帳
簿
の
記
載
や

請
求
書
等
の
保
管
を
し
、
消
費
税
の

申
告
・
納
付
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
も
し
、
帳
簿
の
記
録
や
請
求
書

等
の
両
方
の
保
存
が
な
い
場
合
、
仕

入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
下
さ

い
。消

費
税
の
課
税
事
業
者
で
、
課
税

売
上
高
が
5
千
万
円
以
下
の
方
は
、

簡
易
課
税
制
度
を
選
択
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
課
税
売

上
高
か
ら
一
定
割
合
（
み
な
し
仕
入

率
）
で
仕
入
税
額
控
除
の
計
算
を
行

う
こ
と
で
、
納
税
額
を
算
出
で
き
る

制
度
で
す
。

平
成
18
年
分
に
つ
い
て
、
こ
の
制

度
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

は
、
原
則
と
し
て
、
平
成
17
年
12
月

31
日
ま
で
に
「
消
費
税
簡
易
課
税
制

度
選
択
届
出
書
」
を
郡
山
税
務
署
に

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、

平
成
17
年
に
新
た
に
課
税
事
業
者
と

な
っ
た
方
が
17
年
分
に
つ
い
て
簡
易

課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
は
平
成
17
年
12
月
31
日
ま
で

に
提
出
す
れ
ば
、
同
年
分
か
ら
簡
易

課
税
制
度
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

但
し
、
こ
の
届
出
書
を
提
出
す
る

と
、事
業
を
廃
止
し
た
場
合
を
除
き
、

2
年
間
は
そ
の
選
択
を
や
め
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

郡
山
税
務
署
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11
月
11
日
か
ら
17
日
ま
で
は
、「
税

を
考
え
る
週
間
」
で
す
。

本
年
度
の
テ
ー
マ
は

で
す
。

税
は
、
私
た
ち
が
健
康
で
豊
か
な

生
活
を
す
る
た
め
に
、
国
や
地
方
公

共
団
体
が
行
う
活
動
の
大
切
な
財
源

平
成
17
年
11
月
10
日
〜

18
年
3
月
15
日

○
手
続
き
に
必
要
な
も
の

印
か
ん
・
介
護
保
険
被
保
険
者
証

◆
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課
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―
6
9
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福
島
県
で
は
、
水
源
の
か
ん
養
、

県
土
の
保
全
な
ど
の
森
林
の
有
す
る

公
益
的
機
能
の
重
要
性
を
踏
ま
え
、

県
民
全
体
で
森
林
を
守
り
育
て
、
本

県
の
恵
み
豊
か
な
環
境
を
将
来
の
世

代
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め
、「
県
民

一
人
一
人
が
参
画
す
る
森
林
づ
く
り
」

に
取
り
組
む
財
源
と
し
て
、
森
林
環

境
税
を
平
成
18
年
度
か
ら
導
入
し
ま

す
。

◆
個
人
の
場
合

年
額
1
0
0
0
円

県
民
税
均
等
割
に
加
算
し
て
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

た
だ
し
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
生

活
扶
助
を
受
け
て
い
る
人
や
前
年
の

所
得
が
一
定
金
額
以
下
の
人
な
ど
の

県
民
税
均
等
割
が
非
課
税
の
方
は
課

税
さ
れ
ま
せ
ん
。

で
あ
り
私
た
ち
が
社
会
で
生
活
す
る

た
め
の
い
わ
ば
「
会
費
」
で
あ
る
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

我
が
国
で
は
、
少
子
・
高
齢
化
が

著
し
い
ス
ピ
ー
ド
で
進
ん
で
お
り
、

労
働
力
人
口
の
減
少
や
高
齢
化
の
進

展
に
伴
い
、
年
金
や
医
療
と
い
っ
た

社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
が
増
大
す

る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
少
子
・
高
齢
社
会
に

対
応
し
、
必
要
な
公
的
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
た
め
に
、
そ
の
財
源
と
な
る
税

の
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
り
ま

す
。こ

の
週
間
を
き
っ
か
け
に
、
私
た

ち
一
人
一
人
の
問
題
と
し
て
税
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

介
護
保
険
法
に
よ
る
要
介
護
認
定

（
要
介
護
１
以
上
）を
受
け
て
い
る
方

は
、
所
得
税
・
住
民
税
に
お
け
る
障

害
者
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
こ
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
、
町
の
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
の
で
、
次
の
と
お
り
申
請
く

だ
さ
い
。

○
申
請
期
限

◆
法
人
の
場
合

法
人
県
民
税
均
等
割
額
の
10
パ

ー
セ
ン
ト
相
当
額

法
人
県
民
税
、
事
業
税
の
申
告
納

付
の
際
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
森
林
と
の
共
生
関
係
の
形
成

森
林
環
境
学
習
推
進
事
業

森
林
文
化
復
興
事
業

森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
総
合

対
策
事
業
等

◆
森
林
環
境
の
適
正
な
保
全

森
林
環
境
適
正
管
理
事
業

農
山
村
活
性
化
支
援
事
業

森
林
産
業
創
出
支
援
事
業
等

◆
市
町
村
に
お
け
る
森
林
環
境

保
全
へ
の
取
り
組
み

◆
問
い
合
わ
せ

◎
税
の
仕
組
み
に
関
す
る
こ
と

福
島
県

総
務
部
税
務
企
画
グ
ル
ー
プ
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◎
税
の
使
途
に
関
す
る
こ
と

農
林
水
産
部
森
林
計
画
グ
ル
ー
プ

0
2
4
―
5
2
1
―
7
4
2
3


